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基本規程改正の件                          加筆     修正；     削除；     

現    行 改  正  案 理 由 

第７章 審 判 

第３節  審判員等の登録 

第 143 条〔登録料〕 

① 審判員等は、本協会、地域協会あるいは都道府県協会が定める登録料を

所属する都道府県協会に納付しなければならない。 

② 本協会への登録料は、毎年１年分を納付するものとする。 

③ 本協会登録料の金額は、次のとおりとする。 

(1) １級審判員                                  ２０，０００円 

(2) 女子１級審判員                              １２，０００円 

(3) ２級審判員                                    ５，０００円 

(4) ３級審判員                                    ３，０００円 

(5) ４級審判員                                    ２，５００円 

(6) ３級審判員（ユース／１８歳未満）              ２，０００円 

(7) ４級審判員（ユース／１８歳未満）              １，５００円 

(8) フットサル１級審判員                        ２０，０００円 

(9) フットサル２級審判員                          ５，０００円 

(10) フットサル３級審判員                          ３，０００円 

(11) フットサル４級審判員                          ２，５００円 

(12) フットサル３級審判員（ユース／１８歳未満）    ２，０００円 

(13) フットサル４級審判員（ユース／１８歳未満）    １，５００円 
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